
電子情報通信学会九州支部 旅費内規 
 

第１条 この内規は電子情報通信学会九州支部管轄内にて行われる事業に関し旅行をする場合に、九州  

支部より支給される旅費について定めるものである。 

２ 旅費は原則自己負担とする。但し、所属先から支給されない場合は、実費額を支給する。 

 

第２条 旅費は次のとおり区分する 

１． 交通費（鉄道、航空、船、バスなど公共交通機関の運賃） 

２． 車 賃（但し、公共交通機関に対して、自動車利用が時間的・経済的に合理的な交通手段と  

認められる場合のみ、車賃を支払うことができる） 

３． 宿泊費（但し、支部運営委員会および学生会顧問会議は原則対象外とする） 

 

第３条 この内規において旅費の支給対象となる主な事業と対象者は以下のとおりとする。 

なお、基本的な旅費支給の額などについては別途に定めるものとする。 

(1) 特別講演会 

ア. 講演講師 

(2) シンポジウム 

ア． 講演講師、及び支部長 

(3) 学生会講演会 

ア． 特別講演会講師、及び講演会運営に携わる実行委員の学生 

イ． なお、実行委員の学生の旅費支給については、特に以下のとおりとする。 

① 旅費は実行委員の所属大学から学生会講演会開催大学までの往復旅費とする。 

② 宿泊が必要な場合は 1 泊 8,000 円を上限に宿泊費の実費額を支給する。 

(4) 専門講習会、その他講習会 

ア． 講演講師 

(5) 電気関係学会九州支部連合大会委員会、合同会議 

ア． 支部長、庶務幹事（大学関係者のみ） 

イ． 大会運営担当委員（但し当支部が大会運営担当である年度及び次年度のみ） 

(6) 支部会議 

ア． 支部長、庶務幹事、学生会幹事、学生会副幹事 

(7) 支部運営委員会（年３回開催） 

① 支部運営委員会当日に出席した支部運営委員全員 

② 支部運営委員会審議に際し支部運営委員以外で支部長名にて出席が認められた者 

③ 旅費支給は企業から選出された運営委員は支給対象外とする 

④ 旅費は支給申請を行った者のみ実費額にて支給する。 

(8) 学生会顧問会議（年２回開催） 

① 会議当日に出席した学生会顧問全員 

② 支給は第 1 回会議および第３回会議のみとする 

③ 旅費は旅費支給申請を行った者のみ実費額にて支給する。 

(9) その他 

① 支部事務局は支部事業に関する旅費について、上記事項を問わず全て支給する。 

 

第４条 交通費の支給について以下に定める。なお、支給対象となる事業により別途定める場合は上記第２条

にて記述する。 

(1) 原則として所属先を起点として目的地までの、公共交通機関往復運賃の実費額を支給する。 

(2) タクシー利用は、移動の際に多量の携行品を所有しているとき、または業務上緊急やむを得ない

事情があるとき、交通機関のない地域または交通機関の利用が非常に不便な地域で、庶務幹事

が認めた場合に限り、その実費を支給する。 

(3) 交通費は領収証に基づき、実費を支払う。 



第５条 車賃の支給について以下に定める。 

(1) 交通費において、公共交通機関に対して、自動車利用が時間的・経済的に合理的な交通手段と

認められる場合は、車賃を支払うことができる。 

(2) 車賃を請求する者は、旅行日前に｢旅費(車賃)申請書｣を事務局へ提出しなければならない。 

(3) 車賃は３７円/Km とする。 

(4) 車賃は所属先から対象事業などの開催地までの全路程を通算して計算する。なお、路程距離数の

算出は、支部事務局が確認した数値を根拠とする。 

(5) 駐車料金、有料道路料金の請求があった場合は、その必要性を確認し、領収書に基づく実費払い

とする。 

 

第６条 宿泊費の支給について以下に定める。 

(1) 宿泊費は、対象事業等に出席するために前日に所属先を出発する必要がある場合、または、  対

象事業終了後、その日のうちに所属先または自宅へ帰着できない場合に支給する。 

(2) 宿泊費は、特に定める事業を除き、１泊 10,000 円を上限とする。 

(3) 宿泊費は請求書に基づき実費額を支払う。なお、宿泊以外の費用を含める事は出来ない。 

(4) 宿泊費を請求する者は旅行日前に事務局へ申請を行わなければならない。 

(5) 宿泊費は、支部運営委員会および学生会顧問会議については原則対象外とする。 

 

第７条 旅費は国内の移動のみに対し支給される。 

 

第８条 上記に含まれない事項が生じた場合、又は特殊ケースについては、庶務幹事、会計幹事の確認により、

その都度対応する。 

 

第９条 １．この内規は１８年２月３日以降適用する。 

２．この内規は平成１９年６月１５日に第２条、第３条(4)、第４条の一部を改定する。 

３．この内規は平成２０年４月１日以降に改定を適用する。 

４．この内規は平成２１年４月１日以降に改定を適用する。 

５．この内規は平成２２年２月１０日以降に一部改定を適用する。 

６．この内規は平成２２年１１月１８日以降に第５条車賃を加え、一部改定を適用する。 

７．この内規は平成２４年１月３０日以降に改定を適用する。 

 


